
1 

 

指定地域密着型サービス事業所の指定更新及び廃止について  

 

１  指定更新に関する運営協議会の役割  

  市区町村の長は地域密着型サービス事業所の指定更新に当たり、あ

らかじめ被保険者等の意見を反映させるための必要な措置を講じるよ

う努める必要があります。  

  そこで、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため設置され

る運営協議会（委員会）において意見を求め、質の確保や運営評価等

の必要事項を協議することにより、必要な措置を講じることとしてい

ます。  

   

２  地域密着型サービスについて  

  地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、

可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするた

め、身近な市区町村で提供されるサービスです。  

  事業者はその特性を活かし、地域に沿ったサービスを提供すること

で、被保険者のニーズにきめ細かく応えることができると期待されて

います。  

当該サービスは、提供市区町村の長による事業所指定を受けること

で、当該事業所を利用する被保険者に対する保険給付を受けることが

でき、また指定基準に沿って運営がされているか定期的に確認するた

め、指定の効力に６年間の期限が設けられています。  

そのため、指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を

継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必

要があります。  

  

３  指定の更新にあたって実施する運営指導について  

  本市では、指定更新前に運営指導を実施しています。本市運営指導

では、法令等によって定められた介護報酬及び人員、設備、運営に関

する基準に従って運営されているか、事業者と確認しつつ、サービス

の質の確保及び適正化を図るものです。  

 

資料４  
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４  申請内容  

①  流山市北部西地域包括支援センター  

事
業
所 

 

名 称 流山市北部西地域包括支援センター  

所 在 地 
千葉県流山市中野久木４２１  

特別養護老人ホーム花のいろ内  

指定更新年月日 

令和７年４月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、指定

更新手続きを進めます。）  

指 定 を 受 け る 

サ ー ビ ス 

介護予防支援  

要支援１または２の認定を受けた方が、自

宅で介護予防のためのサービスを適切に利用

できるよう、ケアプランの作成やサービス事

業所との連絡・調整等を行うもの。  

申

請

者 

名 称 社会福祉法人あかぎ万葉  

事 務 所 所 在 地 千葉県流山市東深井５２０－１  

代 表 者 職 氏 名 理事長  中  登  

人
員 

管 理 者 １名（常勤１名）  

担 当 職 員 ４名（常勤４名）  

主
な
掲
示
事
項 

営 業 日 

営 業 時 間 

月曜日～土曜日（12/29～1/3 を除く） 

営業時間：月～金 ８：３０～１７：００ 

土   ８：３０～１２：００ 

利 用 定 員 なし 

利 用 料 なし  

そ の 他 の 費 用 特になし  

通常事業実施地域 流山市北部西圏域  

  



3 

 

運営指導結果について  

実地指導  

結果概要  
重大な基準違反なし。  

指導実施日  令和６年１２月１８日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  

特になし  

設 備
基 準  

特になし  

運 営
基 準  

・正確な書類を作成すること。   
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②  だんらんの家南流山  

事
業
所 

 

名 称 だんらんの家南流山  

所 在 地 千葉県流山市南流山７－１０－１０  

指定更新年月日 

令和７年５月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、指定

更新手続きを進めます。）  

指 定 を 受 け る 

サ ー ビ ス 

地域密着型通所介護  

利用定員１８人以下の小規模のデイサービ

スセンターに通い、日帰りで食事、入浴、そ

の他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓

練等を提供するもの。  

申

請

者 

名 称 エムケービジネスサポート株式会社  

事 務 所 所 在 地 東京都練馬区中村北１－２０－１２－１０３  

代 表 者 職 氏 名 代表取締役  松本  タカ子  

人
員 

管 理 者 １名（常勤１名）  

生 活 相 談 員 ３名（非常勤３名）  

看 護 職 員 ２名（非常勤２名）  

介 護 職 員 ７名（非常勤７名）  

機能訓練指導員  １名（非常勤１名）  

主
な
掲
示
事
項 

営 業 日 

営 業 時 間 

月曜日～日曜日 

営業時間      ７：００～２１：００ 

サービス提供時間  ９：００～１７：００ 

時間延長サービス対応時間帯 

          ７：００～ ９：００ 

         １７：００～２１：００ 

利 用 定 員 １０名 

利 用 料 介護報酬告示上の額の１割～３割  

そ の 他 の 費 用  

通常事業実施地域 流山市  
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運営指導結果について  

実地指導  

結果概要  
重大な基準違反なし。  

指導実施日  令和７年１月２７日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  

特になし  

設 備
基 準  

特になし  

運 営
基 準  

・正確な書類を作成すること。  

・重要事項説明書等の掲示場所を見直すこと。  

・運営推進会議を適切に行うこと。   
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③  りはびり空間スコヤカ・ケア松ヶ丘店  

事
業
所 

 

名 称 りはびり空間スコヤカ・ケア松ヶ丘店  

所 在 地 
千葉県流山市松ケ丘２－３２０－５３  

糸賀宅１階  

指定更新年月日 

令和７年４月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、指定

更新手続きを進めます。）  

指 定 を 受 け る 

サ ー ビ ス 

地域密着型通所介護  

利用定員１８人以下の小規模のデイサービ

スセンターに通い、日帰りで食事、入浴、そ

の他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓

練等を提供するもの。  

申

請

者 

名 称 日本メディカルケアマネジメント株式会社  

事 務 所 所 在 地 
千葉県流山市松ケ丘２－３２０－５３  

糸賀宅１階  

代 表 者 職 氏 名 代表取締役  宮﨑  圭生  

人
員 

管 理 者 １名（常勤１名）  

生 活 相 談 員 ２名（常勤２名）  

看 護 職 員 ２名（非常勤２名）  

介 護 職 員 ３名（常勤１名、非常勤２名）  

機能訓練指導員  ４名（非常勤４名）  

主
な
掲
示
事
項 

営 業 日 

営 業 時 間 

月曜日～金曜日（12/30～1/3 を除く） 

営業時間     ９：００～１８：００ 

利 用 定 員 １５名 

利 用 料 介護報酬告示上の額の１割～３割  

そ の 他 の 費 用  

通常事業実施地域 流山市、柏市、松戸市  

 

  



7 

 

運営指導結果について  

実地指導  

結果概要  
重大な基準違反なし。  

指導実施日  令和７年２月６日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人 員
基 準  

特になし  

設 備
基 準  

特になし  

運 営
基 準  

・正確な書類を作成すること。  

・重要事項説明書等の掲示をすること。  

 

  

 

 

 

 

 


